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平成17(2005)年改正以降、この20年間で独占禁止法の実体法と手続法は

大きく変わっている。

実体法では、国際標準の競争法の基本体系が確立し、判審決の集積が進

んだ結果、判例法として、単独行為規制と共同行為規制では欧米並みの行

為類型ごとの単一ルールが形成されている。今後は事後規制における3条

の私的独占および不当な取引制限の禁止と19条の自由競争減殺型の不公正

な取引方法の禁止の関係について最終的な立法上の解決が望まれる状況に

ある。

企業結合規制はほぼ国際標準の事前規制となりつつある。日本固有の規

制である不公正な取引方法の禁止による優越的地位の濫用規制と不正競争

行為の禁止についてはその基本的性格が確立しつつある。

手続法では、平成17(2005)年改正、平成21(2009)年改正、平成25(2013)

年改正、令和元(2019)年改正という4回の大改正を経て、独占禁止法の手

続は抜本的に変わった。なかでも、大きい改革は、刑事手続における犯則

調査の導入、企業結合審査における届出後審査制への移行、行政審判の廃

止および課徴金制度の行政上の制裁への移行である。さらに、平成28
(2016)年改正で導入した確約手続は、平成30(2018)年12月30日に発効し

た。また、独占禁止法の域外適用のルールはブラウン管国際カルテル事件

最高裁判決（平成29(2017)年）により抜本的に変わった。

また、差止請求、損害賠償、私法上の効力という民事手続についても、

日本の独占禁止法では、米国における執行には及ばないものの、欧州にお

ける執行よりは活発に活用されていると評価されている。

本書は、令和2(2020)年12月施行の令和元(2019)年改正法の成立を契機

とするものである。令和元(2019)年改正後の課徴金減免制度、カルテル調

査における弁護士・顧客間秘匿特権などを解説している。

手続法においては、法改正の内容だけでなく、運用実態・実務が重要で
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ある。改正後の手続は、その運用実態や実務が固まるまでには、その施行

後数年ときには10数年を要する。その点からは、犯則手続の導入後15年余

を経た刑事手続、届出後審査制（平成23(2011)年）への移行後10年を経た

企業結合審査手続、行政審判の廃止（平成27(2015)年）後7年を経た意見

聴取手続や取消訴訟の実務が本書で解説されている。また、課徴金制度に

ついては時間をかけながら国際標準の行政制裁金制度に向けて移行してい

る。

このような独占禁止法全般の発展は、平成26(2014)年刊行の本書（初版）

と読み比べてもらうと明らかである。

本書は、いわゆる5大法律事務所と筆者の協同作業によって完成した。

今回は、初版の経験を踏まえながら、執筆方針、各事務所の担当部分の割

り当て、編者である担当者が責任を持つ形の執筆方法については基本的に

初版の手法を踏襲した。初版の経験を生かして完成させただけに、内容的

にもはるかに充実したものとなっている。

私自身は改正前の手続の下で実務に携わってきた世代に属するため、現

行手続、運用実態・実務についての詳しい解説は、現在最前線で活躍して

いる弁護士にお願いした。これだけの質と量のものは多数の執筆者の協力

を得て初めて可能となるのであり、改めて協力していただいた執筆者すべ

てに感謝したい。

最後に、このようなコンメンタールの刊行には、膨大な時間と手間がか

かるものであり、本書の取りまとめと編集作業について、全面的な協力を

いただいた弘文堂の北川陽子さんに心から御礼を申し上げたい。

令和3(2021)年12月

村上 政博
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徴金減免を受けることができなくなる可能性がある。
このため、減免申請者は、失格事由に該当することなく、課徴金減免を受ける
ことができるよう、本条1項・2項または3項に規定する報告および資料の提出
を行った後も、かかる公取委からの求めに応じて、追加報告や追加資料提出を行
い、公取委に協力するインセンティブを有する。なお調査協力減算制度に基づく
調査協力に合意している減免申請者は、同制度の枠組みのなかで追加報告や追加
資料提出を行うことになる。 [石田英遠 =原悦子 =石田健 =塩越希]

[課徴金納付命令──課徴金免除の通知]
第7条の4 ⑦ 公正取引委員会は、第1項の規定により課徴金の納付を命
じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に
係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第7条の2第1項の規定
による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあっては、
公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて当該事業者に対し、
文書をもってその旨を通知するものとする。

調査開始日前の第1順位の減免申請者については、本条1項の規定に基づき、
課徴金納付命令が免除されることとなる。同じ違反行為を行った事業者への課徴
金納付命令が行われると同時に、当該第1順位の減免申請者に対して、課徴金が
免除されることが通知される。 [石田英遠 =原悦子 =石田健 =塩越希]

[調査協力減算制度──報告等事業者との合意に基づく課徴金の減額]
第7条の5 ① 公正取引委員会は、前条第2項第1号から第4号まで又は
第3項第1号若しくは第2号に規定する事実の報告及び資料の提出を行っ
た事業者(以下この条において「報告等事業者」という。)から次の各号に掲
げる行為についての協議の申出があったときは、報告等事業者との間で協
議を行うものとし、当該事実及び資料により得られ、並びに第1号に掲げ
る行為により報告し、又は提出する事実又は資料により得られることが見
込まれる事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定め
る事項に係る事実の内容その他の事情を考慮して、公正取引委員会規則で

§§ 7の 4⑦・7の 5①
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定めるところにより、報告等事業者との間で、報告等事業者が同号に掲げ
る行為をし、かつ、公正取引委員会が第2号に掲げる行為をすることを内
容とする合意をすることができる。
⑴ 次に掲げる行為
イ 当該協議において、公正取引委員会に対し、報告し、又は提出する
旨の申出を行った事実又は資料を当該合意後直ちに報告し、又は提出
すること。
ロ 前条第2項第1号から第4号まで若しくは第3項第1号若しくは第
2号に規定する事実の報告及び資料の提出又はイに掲げる行為により
得られた事実又は資料に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の
報告、資料の提出、公正取引委員会による報告等事業者の物件の検査
(ハ及び次項第1号ロにおいて単に「検査」という。)の承諾その他の行
為を行うこと。
ハ 公正取引委員会による調査により判明した事実に関し、公正取引委
員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行
為を行うこと。

⑵ 減算前課徴金額に次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ
又はロに定める割合(次項第2号において「上限割合」という。)の範囲内
において、当該合意において定める特定の割合(同号及び第3項におい
て「特定割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額
すること。
イ 前条第2項第1号から第4号までに規定する事実の報告及び資料の
提出を行った事業者 100分の40以下
ロ 前条第3項第1号又は第2号に規定する事実の報告及び資料の提出
を行った事業者 100分の20以下

② 公正取引委員会は、前項の協議において報告等事業者により説明された
同項第1号に掲げる行為により得られる事実又は資料が事件の真相の迅速
な解明に必要であることに加えて、報告等事業者が同項の合意後に当該事
件についての新たな事実又は資料であって同項の公正取引委員会規則で定
める事項に係る事実に係るものを把握する蓋然性が高いと認められる場合
において、当該新たな事実又は資料の報告又は提出に当該合意後一定の期
間を要する事情があると認めるときは、報告等事業者に対し、当該協議に
おいて、報告等事業者が同号に掲げる行為に加えて第1号に掲げる行為を

§ 7の 5①②
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することを当該合意の内容に含めるとともに、公正取引委員会が同項第2
号に掲げる行為をすることに代えて第2号に掲げる行為をすることを当該
合意の内容とするよう求めることができる。
⑴ 次に掲げる行為
イ 当該合意後、当該新たな事実又は資料を把握したときは、直ちに、
公正取引委員会に当該新たな事実又は資料の報告又は提出を行うこ
と。
ロ イに掲げる行為により得られた事実又は資料に関し、公正取引委員
会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為
を行うこと。

⑵ 減算前課徴金額に、特定割合を下限とし、これに報告等事業者が前号
に掲げる行為をすることに対し減算前課徴金額を更に減ずることができ
る割合として公正取引委員会規則で定めるところにより当該合意におい
て定める割合を加算した割合(上限割合以下の割合に限る。)を上限とす
る範囲内において、公正取引委員会が当該行為により得られた前項の公
正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容を評価して決定する割
合(次項及び第5項において「評価後割合」という。)を乗じて得た額を、
当該減算前課徴金額から減額すること。

1 趣 旨 2 対象事業者 3 協議および合意の内容 4 手続の流れ
5 減算率の決定 6 事業者側の対応方針について

1 趣 旨
令和元年改正前の課徴金減免制度は、法令が規定する一定の事項を報告するこ
とにより、申請順位に応じて画一的に一定率の課徴金の減免を受けられることが
可能な仕組みとなっており、減免申請後に公取委の調査に積極的に協力するイン
センティブは限定的であった。そのため、減免が認められるための最小限の報告
のみを行い、必ずしも協力的ではない事業者が少なからず発生するという問題が
生じていた(松本博明編著『逐条解説 令和元年改正独占禁止法─課徴金制度の見直し』(商事法
務・2020)67頁)。
このような問題点を解消するために、違反事業者による協力の程度に応じて減
算率が調整される仕組みを課徴金減免制度に加えることで、調査協力へのインセ
ンティブを強化することが検討され、令和元年改正により調査協力減算制度が導
入されることとなった。

§ 7の 5①②-1
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具体的には、課徴金減免の申請順位に応じて画一的に減算率を決定するという
課徴金減免制度は維持しつつ、公取委と減免申請者との間において協力の内容お
よび追加的な課徴金の減算率について合意することができるという調査協力減算
制度が導入された。これにより、効率的かつ効果的な事件の真相解明および違反
行為の排除および抑止を図るために、課徴金減免制度は、公取委への端緒情報等
の提供を促すインセンティブを付与し、調査協力減算制度は、その後の公取委へ
の調査協力についてインセンティブを付与するというように両制度がそれぞれの
役割を担うことになると考えられる(天田弘人 =木村歩大海「調査協力減算制度に係る公正
取引委員会規則等の概要」NBL1178号(2020)4頁参照)。

2 対象事業者
調査協力減算制度を利用することができる事業者は、「前条第2項第1号から
第4号まで又は第3項第1号若しくは第2号に規定する事実の報告及び資料の提
出を行った事業者」、すなわち調査開始日前の2番目以降または調査開始日以後
の減免申請者(以下、本項の解説において、「報告等事業者」という)である。
一方、調査開始日前の最初の減免申請者については、違反行為を発見・摘発す
るに際して重要な情報源であるため、早急に減免申請を行うインセンティブを高
めるために、調査協力減算制度の対象とはならず、引き続き課徴金減免制度によ
り課徴金が全額免除される(天田弘人 = 布村真里「独占禁止法改正法の施行に伴い整備する
公正取引委員会規則等について」公取839号(2020)5頁)。
なお、調査協力減算制度については、減免申請の場合のように、グループ内の
複数の事業者によって共同で協議の申出および協議、ならびに公取委との合意を
行う制度は規定されておらず、同一企業グループ内における複数の事業者が共同
で減免申請を行った場合であっても、調査協力減算制度を利用するための手続は
各事業者が単独で行うこととなる。

3 協議および合意の内容
(1) 特定割合の合意と上限下限の合意 報告等事業者が公取委との間で協議
のうえ行う合意として、合意において特定の減算率を定める場合(本条①。以下、
「特定割合の合意」という)と、合意において減算率の上限と下限を定める場合(本条②。
以下、「上限下限の合意」という)が規定されている。
特定割合の合意を行う場合、報告等事業者は、公取委との協議の際に申し出た
事実の報告または資料の提出を合意後直ちに行うこと(本条①⑴イ)、減免申請にお
ける事実の報告および資料の提出により、もしくは上記の合意後直ちに行う事実
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の報告または資料の提出により得られた事実または資料に関し、公取委の求めに
応じ、事実の報告、資料の提出、公取委による報告等事業者の物件の検査の承諾
その他の行為を行うこと(同ロ)、ならびに、公取委による調査により判明した事
実に関し、公取委の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の
行為を行うこと(同ハ)を合意する。これに対して、公取委は、調査開始日前の減
免申請順位2位以下の報告等事業者については40%以下、調査開始後の報告等事
業者については20%以下の範囲内で合意において定める割合(以下、「特定割合」とい
う)を乗じて得た額を、減算前の課徴金額から減額することを合意する。特定割
合は、協議において公取委が提示し、課徴金減免申請の内容および予定する調査
協力減算制度における報告等の内容による事件の真相の解明に資する程度に応じ
て、協議時点において決定される(公取委「調査協力減算制度の運用方針」(令和2年9月2
日)(以下、本項の解説において、「運用方針」という)3⑷)。
ただし、後述 4(2)⒜のとおり、公取委からの追加報告等の求めに応じること

(本条①⑴ロおよびハ)は必ず協議を行い合意の内容として盛り込むことが必要であ
るが、公取委に対し、事実または資料を当該合意後直ちに報告し、または提出す
ること(同イ)については、必ずしも協議の内容として盛り込むべき内容とはされ
ておらず、特定割合の合意の内容としても必須のものではない。
本条1項1号ロの「その他の行為」としては、たとえば、すでに提出した資料等
の詳細な内容についての説明を行うことなどが考えられる。同様に、同号ハの
「その他の行為」とは、たとえば、公取委による調査により判明した事実に関して
その詳細な内容について説明を求められた場合に行う報告や説明などをいうと考
えられる。
上限下限の合意は、本条1項1号に掲げる行為により得られる事実または資料
が事件の真相の迅速な解明に必要であることに加えて、報告等事業者が公取委と
の合意後に当該事件についての新たな事実または資料であって事件の真相の解明
に資するものを把握する蓋然性が高いと認められる場合において、当該新たな事
実または資料の報告または提出に当該合意後一定の期間を要する事情があると認
めるときに、公取委が報告等事業者に対して求めることができる。上限下限の合
意を行う場合、報告等事業者は、上記の同号イないしハの行為に加え、合意後、
新たな事実または資料を把握したときは、直ちに、公取委に当該新たな事実また
は資料の報告または提出を行うこと(本条②⑴イ)、および本条2項1号イに基づい
て報告または提出を行った事実または資料に関し、公取委の求めに応じ、事実の
報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと(同ロ)を合意する。これ
に対して公取委は、本条1項2号の内容(特定割合のみの合意)に代えて、特定割合
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を下限とし(つまり、調査開始日前の減免申請順位2位以下の報告等事業者については40%以
下、調査開始後に減免申請を行った報告等事業者については20%以下の範囲内で合意において定

める割合を下限とし)、これに報告等事業者が上記の2項1号に掲げる行為をするこ
とに対し減算前の課徴金額をさらに減ずることができる割合として加算した割合
(調査開始日前の減免申請順位2位以下の報告等事業者については40%以下、調査開始後の報告

等事業者については20%以下)を上限とし、その下限と上限の間の範囲で、公取委が
事件の真相の解明に資するものとして公取委規則で定める事項にかかる事実の内
容を評価して決定する割合を乗じて得た額を、減算前の課徴金額から減額するこ
とを、公取委と報告等事業者の間で合意することができる。なお、かかる上限と
なる割合は、合意において、5%単位で定められる(減免規19)。また公取委は、減
算率の上限として、通常、調査開始日前の減免申請順位2位以下の報告等事業者
については40%、調査開始後の報告等事業者については20%を提示する考え方を
明らかにしている(運用方針4⑶、公取委「『課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する
規則』の全部改正(案)及び『調査協力減算制度の運用方針』(案)に対する意見の概要及びそれに対

する考え方」(以下、本条の解説において、「考え方」という)No. 51)。実際に適用される減算
率は、調査協力減算制度における報告等の内容による事件の真相の解明に資する
程度に応じて、合意において定めた上限および下限の範囲内で公取委が決定する
ことなる(運用指針3⑷)。
上記のとおり、上限下限の合意は、もっぱら、公取委から求めることができ、
かかる求めを行う要件として、事業者が「新たな事実又は資料」を把握する蓋然性
が高いと認められること等が規定されている。もっとも、後述のとおり、かかる
要件は通常充たされ、公取委は、報告等事業者に対し、通常、上限下限の合意の
求めを行うことから(運用方針3⑵イ)、上限下限の合意が行われることが原則的な
運用となると考えられる。
(2) 減算率 課徴金減免制度および調査協力減算制度のもとにおいて適用
される減算率は、次頁の図表4のとおりとなる。公取委が提示する減算率につい
ては、後記5(5)参照。

4 手続の流れ
(1) 協議の申出 調査協力減算制度の手続は、報告等事業者が公取委に対
し、様式4号を提出して協議の申出を行うことによって開始される。報告等事業
者から協議の申出があったときは、公取委は協議に応じることが義務付けられ
る。調査協力減算制度を利用するために協議の申出ができるのは、7条の4第5
項の規定に基づく通知(以下、本条の解説において、「5項通知」という)を受けた報告等
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事業者に限られる(減免規14①、運用方針3⑴)。したがって、報告等事業者が課徴金
減免制度における報告等を十分に行わないなどにより5項通知を受けることがで
きない場合には、調査協力減算制度を利用することができない。
報告等事業者は、5項通知を受けた日から起算して10開庁日を経過する日まで
に、文書により、協議の申出を行うことができる(減免規14①、運用方針3⑵ア)。な
お、5項通知を受けた日が起算日(初日算入)となることに注意が必要である(山本
慎 = 松本博明『独占禁止法における新しい課徴金減免制度─調査協力減免制度の導入』(公正取引

協会・2021)56頁)。協議の申出の方法は、直接持参、郵送、ファクシミリまたは電
子メールによる(減免規14①)。
このように、協議の申出を行うことができる期間は限られているため、課徴金
減免制度の利用を検討する事業者は、減免申請を行うか否かの判断に際して、調
査協力減算制度の利用についても併せて検討すべきであると考えられる。
実務上、報告等事業者と協議を行うのは、協議の申出にかかる事件の審査を担
当する審査長等の審査官を想定しており(考え方No. 20)、協議の申出先も、協議を
担当する事件担当課の審査長等の審査官である(山本 = 松本・前掲56頁)。令和元年
改正前の公取委の課徴金減免制度の運用を踏まえると、通常、調査開始日前の段
階で報告等事業者とやりとりをするのは課徴金減免管理官であり、事件を担当す
る審査官がこの段階で報告等事業者と直接やりとりをすることは考えにくい。そ
のため、仮に課徴金減免申請と調査協力減算制度にかかる協議の申出が調査開始
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図表4 課徴金減免制度および調査協力減算制度における減算率

調査
開始 申請順位 申請順位に応じた

減算率

事件の真相の解明に資す
る程度に応じた減算率
(調査協力減算制度)

適用される減算率

前

1位 全額免除 全額免除

2位 20%

最大40%

最大60%

3～5位 10% 最大50%

6位以下 5% 最大45%

後

最大3社
(調査開始
日前を含め
て最大5社
まで)

10%
最大20%

最大30%

上記以下 5% 最大25%
公取委「調査協力減算制度の運用方針」1表1、4⑶表2に基づき作成



日前に行われたとしても、実際の協議は調査開始日以後に行われる可能性が高い
と考えられる。もっとも、調査協力減算制度を利用する減免申請者にとっての予
測可能性を高めるためにも、協議はできるだけ早く開始されることが望ましいと
考える。
(2) 協議および合意の内容等 ⒜ 協力内容の説明 報告等事業者は、協議
において、公取委の求めに応じて、行うことを予定している協力の内容を説明し
(本条⑥)、それを受けて、公取委は、減算率を提示することとなる(運用方針3⑵
ア)。報告等事業者は、協議において説明する協力の内容として、公取委からの
追加報告等の求めに応じること(本条①⑴ロおよびハ)を必ず盛り込まなければなら
ない(運用方針3⑵ア)。
一方、公取委に対し、事実または資料を当該合意後直ちに報告し、または提出
すること(本条①⑴イ)については、必ず盛り込むべき内容とはされていない(運用方
針3⑵ア参照)。これは、仮に、本項1号イの内容を協力の内容として必ず盛り込
まなければならないとすると、減免申請の段階の報告等において、把握している
事実をすべて公取委に報告等すれば、調査協力減算制度の利用が困難となること
から、調査協力減算制度も利用しようとしている事業者にとっては、減免申請の
際に提出する報告等の内容を限定して、手元に調査協力減算制度において報告ま
たは提出するための事実または資料を残しておくことが合理的な行動となり、効
率的かつ効果的な事件の真相解明を行うという調査協力減算制度の趣旨に反する
結果を招来することになるからである(天田 =木村・前掲7頁、天田 =布村・前掲6～7
頁)。課徴金減免申請時に把握しうる限りで報告等を行い、その結果として、調
査協力減算制度における報告等が相対的に少なくなったとしても、減算率が低く
なることはなく、減算率の評価にあたっては課徴金減免制度における報告等を含
めて報告内容等が評価され、報告事業者が把握しうる限りで報告等がされている
と判断される場合には、最大の減算率に達しうるとされている(考え方No. 16、天田
= 布村・前掲7頁)。そのため、課徴金減免制度の利用を検討する事業者は、令和
元年改正前と同様に、課徴金減免制度における報告等の時点で、把握している事
実および資料を出し尽くすことが望ましく、そうすることによって、結果とし
て、調査協力減算制度のもとでも高い減算率を得られることになると考えられ
る。
また、上限下限の合意を行う場合には、合意後、新たな事実または資料を把握
したときは、直ちに、公取委に当該新たな事実または資料の報告または提出を行
うこと(本条②⑴イ)、かかる事実または資料に関し、公取委の求めに応じ、事実の
報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと(同ロ)を協力の内容とし
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て盛り込むこととなる。
⒝ 公取委が求める合意の内容 上記3(1)のとおり、協議のうえ合意する

内容としては特定割合の合意と上限下限の合意がある。上限下限の合意の求め
は、もっぱら、公取委から求める場合に限られるところ(本条②)、公取委は、報
告等事業者に対し、通常、上限下限の合意の求めを行うこととなるとしている
(運用方針3⑵イ)。
これは、特定割合の合意は、合意後直ちに公取委に報告しまたは提出する事実
または資料と、かかる事実または資料に関し、公取委の求めに応じ、報告しまた
は提出する事実または資料のみが減算率の決定に際しての基礎となるため、合意
後における報告等事業者が行った協力の内容を評価して減算率を決定するという
柔軟な方法をとることができないのに対し、上限下限の合意は、合意後も含め、
調査期間を通じて、報告等事業者が行った協力の内容を評価して可変的に減算率
を決定することが可能であり、事業者にとっても有益であると考えられるためで
ある(天田 =木村・前掲7～8頁、天田 =布村・前掲7頁)。
なお、公取委が上限下限の合意の求めを行う要件として、事業者が「新たな事
実又は資料」を把握する蓋然性が高いと認められること等が規定されているが(本
条②)、公取委は、報告等事業者が公取委からの追加報告等の求めに応じて事実
等を把握した場合であっても、新たな事実等の把握として評価することとしてお
り(運用方針3⑵イ)、公取委は、事件調査において、当該追加報告等の求めを必ず
行うことから、通常、蓋然性が高いと判断することとなる(考え方No. 24)。
上記のとおり、公取委は、報告等事業者に対し、通常、上限下限の合意の求め
を行うこととなるとされているから、上限下限の合意が行われることが原則的な
運用となると考えられる。なお、公取委側が提示する減算率については後記 5
(5)参照。
合意が成立した場合、合意書面が作成される(本条④⑤)。合意が成立しなかっ

た場合、公取委は協議における報告等事業者の説明の内容を記録した文書や当該
記録を保存した記録媒体を証拠として使用することはできない(同⑦)。

⒞ 協議から合意までの期間 協議の申出が行われてから協議が開始される
までの期間、および協議から合意までの期間については、法令および運用方針に
おいては規定されていない。もっとも、効率的かつ効果的な事件の真相解明とい
う制度趣旨を実現するためには、協議の申出が行われてから、できるだけ早期に
初回の協議が行われることが望ましいと考えられる。
協議から合意までの期間については、上記⒝のとおり、公取委は、報告等事業

者に対し、通常、上限下限の合意の求めを行うことが予定されており、その場合
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には減算率を決める際の評価の対象は、合意後に報告等事業者が行う協力により
得られた事実の内容となることから、協議のなかで、詳細な議論が行われるとは
考えにくく、かかる協議の内容等を踏まえれば、協議を開始してから合意に至る
までの期間は、通常、長くても1ヶ月程度となると想定されている(天田 = 布村・
前掲8頁)。この点について、早期にすべての報告等事業者と合意することが望ま
しいため、報告等事業者ごとに合意条件等を交渉することは想定されておらず、
合意の内容は一律かつ定型的なものが予定されている(山本 =松本・前掲61頁)。
(3) 協力の履行 報告等事業者は、調査協力減算制度における報告等を、合
意において定めた期限までに履行する。当該期限は、合意において行うこととさ
れた行為によって異なる(運用方針3⑶)。報告等事業者が報告等を当該合意後直ち
に行うこと(本条①⑴イ)については、当該報告等の履行期限は合意において定める
こととされている(考え方No. 26)。
公取委からの追加報告等の求めに応じること(本条①⑴ロおよびハ・②⑴ロ)につい
ての期限は、合意の時点で予め具体的に定めることはできないため、追加報告等
を具体的に求める際に公取委が決定することとし、その旨を合意することとな
る。また、具体的な履行期限の決定の際には、報告等事業者と密接なコミュニケ
ーションを行い、個別事情に配慮して決定することとされている(考え方No. 26)。
いったん合意された履行期限を、別途合意によって延長することができるか否
かは、法令や運用指針等からは明らかではないが、上限下限の合意を行う場合、
当初の合意の時点では、報告等事業者もすべての事実を把握できているとは限ら
ず、調査の結果、報告等の対象となる資料の収集に多大な時間を要することが判
明することや、自然災害の発生によって期限までの協力の履行が困難になったり
する事態も考えられる。そのため、事業者としては、履行期限を別途合意によっ
て延長することができる旨についても、当初の合意内容に盛り込むことを求める
べきであると考えられる。

5 減算率の決定
(1) 特定割合および評価後割合 報告等事業者が合意した内容を履行すれば、
公取委が報告等事業者との間で特定割合の合意が行われている場合には、当該合
意した特定割合で減算率を適用し(本条①⑵)、上限下限の合意が行われている場
合には、合意後の報告等事業者の協力内容が事件の真相の解明に資する程度に応
じて、合意で定めた上限および下限の範囲内で公取委が決定する割合(以下、「評価
後割合」という)で減算率を適用する(本条②⑵)。上限下限の合意をする場合には、特
定割合が下限の割合となる(同⑵)。

§ 7の 5①②-4⑶, 5⑴

第6章 排除措置および課徴金 463



(2) 事件の真相の解明に資する程度の評価方法 「事件の真相の解明に資する
ものとして公正取引委員会規則で定める事項」として、減免規17条各号において
次の8つが規定されている。それぞれの具体例は下記の図表5のとおりである
(運用方針4⑵、別紙)。

① 違反行為の対象となった商品または役務
② 違反行為の態様
③ 違反行為の参加者
④ 違反行為の時期
⑤ 違反行為の実施状況
⑥ 前各号に掲げるもののほか違反行為にかかる事項
⑦ 課徴金額の算定の基礎となる額
⑧ 課徴金額の算定率

図表5 事件の真相の解明に資する事項の具体例

事件の真相の解明に
資する事項 事件の真相の解明に資する事項にかかる事実の内容の例

違
反
行
為
に
か
か
る
事
項

違反行為の対象となっ
た商品または役務

カルテルの場合
・商品または役務の名称、種類、用途、特性
・供給等が可能な地理的な範囲
・需要者、供給者、流通経路
・市場占有率
・価格変動要因
・規格その他関連規制
受注調整の場合
・商品または役務の名称、種類、用途、特性
・発注者(発注者名、発注者の担当者名等)
・発注方法
・需要者、供給者、流通経路
・市場占有率
・価格変動要因
・規格その他関連規制

違反行為の態様

カルテルの場合
・合意内容(価格、生産数量、販売地域等)
・合意内容の決定方法(会合、電話、電子メール等)
・合意の実施方法(決定された価格での供給等を開始した
時期等)

・社内における検討状況(価格決定方法等)
受注調整の場合
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・合意内容(受注調整の方法等)
・合意内容の決定方法(会合、電話、電子メール等)
・合意の実施方法(個別物件における受注予定者の決定方
法、受注予定者以外の者の協力方法、受注価格の伝達方
法等)

・社内における検討状況(受注を目指す物件の決定方法等)

違反行為の参加者

違反行為者
・事業者名、所在地
・株主・グループ会社の構成
・会社の沿革
・違反行為にかかる事業を担当する部署(指揮命令系統、
分掌)

・加入している業界団体
・入札参加資格・等級等
違反行為に関与した担当者
・所属事業者名、役職、氏名、経歴等
・社内における権限、地位等
・違反行為に関与した期間
・共同して違反行為を行った他社の担当者との関係

違反行為の時期

違反行為の開始時期
・合意をした時期
・合意をした経緯、契機
違反行為の終了時期
・違反行為を取りやめた時期
・違反行為を取りやめた経緯、契機

違反行為の実施状況

カルテルの場合
・取引先への価格交渉等(時期、方法等)
・違反行為の前後を含む商品または役務の価格動向等
・価格交渉等の状況等の違反行為者間の情報交換(時期、
場所、方法等)

・合意内容を実施しない者への対応
・価格改定等にかかる取引先への通知、業界紙への連絡状
況等

受注調整の場合
・商品または役務の受注状況(受注者、受注価格等)
・合意内容を実施しない者への対応

アウトサイダー
・事業者名、所在地
・違反行為に関係する行為の有無・内容
・当該事業者への対策、情報共有等
違反行為に関与した業界団体
・団体名、所在地
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その他違反行為にかか
る事項

・団体の概要(設立目的、所属会員等)
・違反行為への関与内容
・違反行為に関与した期間
違反行為に関与した発注者の担当者
・発注者名、役職、氏名等
・当該組織における権限、地位等
・違反行為への関与内容
・違反行為に関与した期間
・違反行為を行った事業者との関係

課
徴
金
に
か
か
る
事
項

課徴金額の算定の基礎
となる額

・違反行為の対象となった商品または役務(違反行為の拘
束を受けていないものを除く)の売上額等

・違反行為の対象となった商品または役務の供給等に関し
て、完全子会社等に与えていた指示や情報の内容

・商品または役務に密接に関連する業務の対価の額に相当
する額

・商品または役務を供給しないこと等に関して得た財産上
の利益に相当する額

課徴金額の算定率

中小企業算定率
・違反行為者およびその子会社等の業種
・違反行為者およびその子会社等の資本金の額または出資
の総額

・違反行為者およびその子会社等の常時使用する従業員の
数

加重
・違反行為者およびその完全子会社の違反歴
・違反行為者が他の事業者に違反行為をすること等を要請
等した具体的な内容

・違反行為者が他の事業者に違反行為の実行としての事業
活動について指定した具体的な内容

・違反行為者が他の事業者に公取委の調査の際に資料等を
隠蔽すること等を要請等した具体的な内容

・違反行為者が他の事業者に公取委に減免申請しないこと
等を要請等した具体的な内容

公取委「調査協力減算制度の運用方針」別紙より作成

事件の真相の解明に資する程度を評価するにあたっては、事件の真相の解明の
状況を踏まえつつ、報告等事業者が行った報告等の内容について、次のⅰ～ⅲの
3つの要素を考慮するものとされている(運用方針4⑴)。他方で、公取委は、これ
ら以外の要素(たとえば、報告等の新規性や報告等事業者の違反行為への関与度合いなど)を
考慮することはなく(考え方No. 35)、他国のリニエンシー制度と異なり、報告等の
内容に付加価値があるか否かも問わないとされている(天田 =布村・前掲10頁)。
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ⅰ具体的かつ詳細であるか否か
ⅱ公正取引委員会規則で定める「事件の真相の解明に資する」事項について網
羅的であるか否か
ⅲ当該報告等事業者が提出した資料により裏付けられるか否か
公取委は、事件の真相の解明に資する程度について、上記の3つの要素を考慮
して、図表6のとおり減算率を決定する(運用方針4⑶)。

図表6 事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率

調査開始日前 調査開始日以後 事件の真相の解明に資する程度

40% 20% 高い
(すべての要素を満たす)

20% 10% 中程度
(2つの要素を満たす)

10% 5% 低い
(1つの要素を満たす)

公取委「調査協力減算制度の運用方針」4⑶表2より作成

事件の真相の解明に資する程度の評価は、報告等事業者の違反行為への関与の
度合いに応じ、その把握しうる限りで報告等がされたか否かといった、事件の真
相の解明の状況を踏まえて行うものである(運用方針4⑴)。すなわち、違反行為へ
の関与の度合いが低い報告等事業者については、当該違反行為に主体的に関与し
た報告等事業者と比して、把握しうる事実等が限定されると考えられるが、その
ような場合であっても、把握しうる限りの報告等を行えば、事件の真相の解明に
資する程度は高く評価される。また、報告等事業者が行った報告等の内容が他の
事業者が行った報告等の内容と重複したとしても、事件の真相の解明に資する程
度が低いと評価することはないとされている(考え方No. 49)。このように、公取委
は、報告等事業者ごとに事件の真相の解明に資する程度を絶対的な基準で評価し
ていく方針を明らかにしている(小幡忍 = 泉水文雄 =向宣明 = 菅久修一「座談会 令和元年

独占禁止法改正をめぐって」公取828号(2019)16頁[菅久発言]も同趣旨)。
なお、上限下限の合意を行う場合の上限の割合は5％単位で定めるとされてい
るが(減免規19)、実際の運用としては、図表6に記載した率以外の減算率を適用
することはないとされている(考え方No. 51)。加えて、調査協力減算制度における
事件の真相の解明に資する程度を評価するにあたり、判別手続制度(審査規則23の
2等)の適用等の申出を報告等事業者が行ったか否かは考慮要素とされないとさ
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